
建築確認の対象となる建築物の規模（建築基準法第6条第１項）
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※防火、準防火地域以外の増築、改築、移転に係る床面積が１０㎡以内の場合、建築確認は不要
※新築の場合は0㎡以上から確認申請は必要

都市計画区域内・知事が指定した要確認地域内

国資料
P-11

建築確認の対象となる建築物の規模（建築基準法第6条第１項）

・鳥取県の都市計画区域図は、下図のとおりで、この範囲外（要確認地域を除く。）では、
階数２以下かつ延べ面積500㎡以下の木造建築物は、これまで、建築確認の対象外と
なっていたが、令和７年４月１日以降着工予定のものは建築確認申請が必要になる。

○凡例

都市計画区域

〇知事が指定した要確認地域
鳥取市（用瀬、別府）、若桜町（三倉、屋堂羅、赤松、来見野、諸鹿、不香田、長砂、
湯原、淵見、茗荷谷、つく米、大炊、岸野、糸白見、根安）、江府町（江尾地区）、日野
町（根雨、三谷の地区）

鳥取県都市計画区域図

※県内には18の都市計画区域
がある。

※大山町、南部町、伯耆町、日
南町、江府町は都市計画区
域を定めていない。
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特例縮小に伴う大規模な修繕等への影響
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※１号建築物のみが該当する用途変更の手続きは今回変更はありません

【参考】大規模の修繕･大規模の模様替について

26

詳細
P-11



【参考】大規模の修繕･大規模の模様替について
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■大規模の修繕・大規模の模様替への該当・非該当の判断

①屋根の改修（技術的助言 令和６年２月８日付け国住指第355号）

• 屋根ふき材の材料にかかわらず、屋根ふき材のみの改修は、大規模の修繕・大規
模の模様替には該当しないため、確認申請は不要です。

• 既存の屋根の上に新しい屋根をかぶせるようないわゆるカバー工法による改修
も大規模の修繕・大規模の模様替には該当しません。
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②外壁の改修（技術的助言 令和６年２月８日付け国住指第355号）

• 外壁の外装材のみの改修等、又は外壁の内側から断熱改修等は、大規模の修繕・
大規模の模様替には該当しないため、確認申請は不要です。

• 外壁の外装材のみの改修等であったとしても、外壁の全てを改修することに該当
する場合は除きます。

• 既存の外壁に新しい仕上材をかぶせるような工法による改修等も大規模の修
繕・大規模の模様替には該当しません。

【参考】大規模の修繕･大規模の模様替について
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【参考】大規模の修繕･大規模の模様替について
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③床の改修（技術的助言 令和６年８月２８日付け国住指第208号）

• 床の仕上材のみの改修は、大規模の修繕・大規模の模様替には該当しないため、
確認申請は不要です。

• 既存の床に新しい仕上材をかぶせる改修も大規模の修繕・大規模の模様替には
該当しません。

【参考】大規模の修繕･大規模の模様替について



31

【参考】大規模の修繕･大規模の模様替について

④階段の改修（技術的助言 令和６年８月２８日付け国住指第208号）

• 各階における個々の階段の改修にあたり、過半に至らない段数等の改修は、大規
模の修繕・大規模の模様替には該当しないため、確認申請は不要です。

• 既存の階段の上に新しい仕上材をかぶせる改修も大規模の修繕・大規模の模様
替には該当しません。
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【参考】大規模の修繕･大規模の模様替について

建築確認手続きの対象となる大規模修繕・模様替について、国土交通省ＨＰにて通知等が
公開されていますので、ご参照ください。

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_kijunhou0001.html



構造安全性の検証法の合理化
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・建築物の断熱性能の向上や省エネ設備の導入に伴い階高の高い木造建築物のニーズが高まって
いるため、比較的簡易な構造計算により設計できる範囲を高さ16ｍ以下までに拡大

・大空間を有する木造建築物が増加していることから、構造計算が必要な規模を延べ面積300㎡
を超える建築物に拡大

【参考】省エネ基準適合義務化
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※詳細は２月１２日、２月１３日に開催する「改正建築物省エネ法講習会」で説
明します。


